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１ 平成19年度当初予算の概要  

 

 

 ○国の予算の動向 

平成19年度の予算編成にあたっては、平成23年度に国と地方の基礎的財政収支を確実に黒字化すると

ともに、簡素で効率的な政府を実現するため、これまでの財政健全化の努力を継続し、歳出改革路線を強化

することとされ、歳出全般にわたる徹底的な見直しを行い、厳しく抑制を図ることとされました。 

このような方針に基づいて編成された平成19 年度の一般会計予算の規模は、82 兆9,088 億円で、前

年度比4.0％増で、一般歳出は46兆9,784億円で、前年度比1.3％増となっています。 

○地方財政計画 

平成19年度は、極めて厳しい地方財政の現状等を踏まえ、歳出面においては、「基本方針2006」に沿

って歳出総額の計画的な抑制を図ることとされる一方、活力ある地方を創るための施策等に財源の重点配分

を図ることとされました。また歳入面においては、地方税や地方交付税などの一般財源総額の確保を図るこ

とを基本とし、大幅な財源不足には適切な補てん措置を講じるとされたところです。 

この結果、平成19年度の地方財政計画の規模は、83兆1,261億円で、前年度比0.0％、247億円の

減となり、特に投資的経費に係る地方単独事業については、前年度比 14.9％の減となっていますが、一般

行政経費とのかい離是正分を除くと、「基本方針 2006」に沿った 3.0%の減となっています。また、一般

財源総額としては確保されていますが、地方交付税は15兆2,027億円と、前年度比4.4%減、臨時財政

対策債は2兆6,300億円、前年度比9.5%減となっています。 

地方財政計画(歳入)
(８３．１兆円)

(「平成19年度地方交付税のあらまし」（地方交付税制度研究会編）より）

(臨財債　２．６兆円）

地方特例交付金等 ０．３兆円

その他　４．０兆円
その他

６．７兆円
その他

６．１兆円

国債費

２１．０
兆円

元金返済
１１.４兆円

公債金

２５．４兆円

建設国債
5.2兆円

赤字国債
20.2兆円

公債費

１３．１
兆円

元金
１０.３兆円

利払い
２.８兆円

直轄・補助
６．６兆円

地方単独

８．６兆円

地方交付税

１５．２兆円

一般歳出

４７．０兆円

投資的
経　費

１５．２
兆円

国庫支出金

１０．２兆円

地方債
９．７兆円

一般行政経費

２６．２兆円

地方交付税

１５．２兆円

借入金償還　   　0.6兆円
借入金等利子充当 0.6兆円

53.5

兆円

その他の税収

地方団体への補助金
１６．６兆円

交付税対象税目

　
４６．０兆円

(８３．１兆円)

国

税

地方交付税等
１４．９兆円

 
法定５税分　14.6兆円
地方特例交付金等 0.3兆円

自動車重量税など ０．７兆円 地方譲与税 ０．７兆円

地方税

４０．４兆円

給与関係経費

２２．５兆円

(交　付　税)

その他の歳出
３０．４兆円

地方譲与税 ０．７兆円

(交　付　税)

地方特例交付金等 0.3兆円

（８２．９兆円） （８２．９兆円） (譲　与　税) (譲　与　税)

所得税　３２％
法人税　３４％
酒　税　３２％
消費税　29.5％
たばこ税２５％

(入口ベース） (出口ベース)

◎国の予算と地方財政計画との関係（平成１９年度当初）

国税収納金整理資金
交付税及び譲与税配付金特別会計

一般会計(歳入) 一般会計(歳出) 歳　　　入 歳　　　出 地方財政計画(歳出)

利払い等
９.６兆円

一般会計より
受入れ

１４．９兆円
 地方交付税　　　14.6兆円
 地方特例交付金等 0.3兆円

 特会剰余金    0.2兆円
 ⑱繰越分      1.5兆円

※表示未満四捨五入の関係で、合計が一致しない箇所がある。

Ⅱ 一般会計および特別会計の状況 

(1) 予算編成の背景 
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一般会計 5,073億1,000万円（対前年度当初比  23億3,000万円増、＋0.5%） 

 

特別会計 1,996億2,324万円（対前年度当初比 179億8,547万円増、＋9.9%） 

 

企業会計  308億3,740万円（対前年度当初比    7億5,610万円増、＋2.5%） 

     

                 ※企業会計は収益的支出および資本的支出の合計を示しています。 

 

一般会計当初予算額について、その規模の推移を見てみますと、初めて1,000億円を超えた昭和49年度

を基点として、バブル経済崩壊以降も国の経済対策に呼応して、積極的な対応を行ってきたことから、ピーク

となる平成９年度までは、右肩上がりに拡大を続けてきました。しかしながら、景気の低迷が長引き、税収が

伸び悩むなど厳しい財政状況に直面する中で、平成10年度以降本格的な財政構造改革の取り組みを進めてき

ました。以来、微増となった平成13年度を除き、昨年度まで毎年マイナス予算を編成してきました。 

平成 19 年度当初予算は、「財政危機回避のための改革プログラム」に沿って歳出の削減に積極的に取り組

み、目標以上に事業見直し等に取り組んだにもかかわらず、結果として前年度比0.5%増と、６年ぶりにプラ

ス予算となりました。これは、団塊世代の大量退職が本格化することや社会保障関係をはじめ、裁量の余地の

ない義務的な経費が増加したためであり、これら義務的経費を除くと、実質的にはマイナスとなり、緊縮型の

予算となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付表 第4表 財政規模の県民所得に対する比率（財政比重）の推移（平成10年度～19年度） →58ページ 

一般会計当初予算額の推移
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(2) 予算の規模等 
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○予算規模が増となっている要因 

平成19年度当初予算の規模が前年度より増となっている要因を、一般会計、特別会計および企業会計そ

れぞれ分析すると、下記のとおりです。 

人件費
1,720億円

平成18年度 平成19年度

公債費
683億円

扶助費
326億円

投資的経費
915億円

その他
1,406億円

人件費
1,746億円

公債費
700億円

扶助費
353億円

投資的経費
878億円

その他
1,396億円

▲10億円

▲37億円

＋27億円

＋17億円

＋26億円

うち退職手当
123億円

うち退職手当
153億円（＋30億円）

義務的経費は、
70億円の増と
なっています。

人件費の削減、
事業の重点化、
投資的経費の
進度調整ある
いは内部事務
経費の節減等
により縮減を
図っています。

・退職手当の
増分(30億円）
を除くと

0.1％減

・義務的経費の
増分(70億円)
を除くと

0.9％減

5,050億円 5,073億円

対前年度
＋２３億円（＋０．５％）

平成19年度当初予算は、
実質的にマイナスとなる

緊縮型予算を編成

☆ 一般会計では、予算規模が増となっているものの、緊縮型予算を編成

☆ 特別会計では、特に公営競技事業の182億円増が大きな要因
（「ボートピア京都やわた」開設による場外発売事務委託の増）

☆ 企業会計では、水道事業関係での借換債の発行や一般会計への償還増
（利子負担の軽減や負債の縮小につながるもの）
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○財源不足の状況と対応（一般会計） 

平成 19 年度の予算編成にあたっては、「財政危機回避のための改革プログラム」の最終年度として、そ

の収支改善目標に沿った取り組みを着実に実行することとしていましたが、予算編成作業の終盤において、

地方交付税の減などにより歳入面でさらに厳しくなることが判明しました。結果として、歳入面で320 億

円もの財源不足への対応を迫られ、基金のさらなる取り崩しをはじめ、未利用県有地の売却などを可能な限

り見込むなど、なんとか予算を編成することができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 「H19収支見通し」は、「新行革大綱（平成18年３月）」策定時のものです。 

歳出

歳入

財源不足額
▲560億円

H19収支見通し

歳出

歳入

H19一般会計当初予算

｢財政危機回避のため
の改革プログラム｣等
による削減

291億円

①人件費 70億円
②事業費 163億円
③公債費平準化

53億円
④内部事務経費等
節減(H18に実施)

5億円

県債の発行
100億円

基金の取崩
169億円

県有地売却
51億円

財源不足額
▲611億円

県税収入は伸びているものの、地方交付税等が大幅に
削減されており、実質的に本県の財源不足は、収支見
通し以上に厳しい状況となっています。

県税 1,720億円 → 1,790億円 ＋70億円
地方交付税 1,090億円 → 963億円 ▲127億円
臨時財政対策債 168億円 → 186億円 ＋18億円

歳入面でのさらなる財源不足の拡大 約40億円

歳入面での対応
320億円

歳出の削減等
で対応予定

280億円

県債発行や
基金取崩で
対応予定
280億円

予算規模 5,073億円
※対前年度 0.5%増

財源不足の拡大を受け
て、歳入面では、県債発
行や基金取崩、県有地売
却により、320億円を確
保しています。
一方、歳出面では、プ

ログラムに沿って歳出削
減に取り組み、昨年度実
施した内部事務経費等の
節減分を併せ、291億円
の削減を行っています。



- 20 - 

 

 

 ○歳入予算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳入予算の構成図

財産収入
6,048 (1.2%)

寄附金
0 (0.0%)

繰入金
21,175 (4.2%)

繰越金
500 (0.1%)

分担金及び負担金
4,547 (0.9%)

使用料及び手数料
8,425 (1.6%)

地方消費税清算金
23,654 (4.6%)諸収入

42,466
(8.4%)

地方譲与税
2,496 (0.5%)

地方特例交付金
1,370 (0.3%)

市町たばこ税
県交付金
1,097 (0.2%)

地方交付税
   96,300
    (19.0%)

交通安全対策
特別交付金
 550 (0.1%)

国庫支出金
52,355
(10.3%)

県債
67,327 (13.3%)

県税
179,000
(35.3%)

依存財源
221,495
(43.7%)

自主財源
285,815
(56.3%)歳　入　合　計

５，０７３億１千万円

（単位：百万円）

(3) 一般会計予算の内容 

歳入款別当初予算額の推移

1,254 1,250 1,333 1,460
1,790

507 511 495 442

425639 693 564 620

643

1,366 1,246 1,175 1,055

963

833 810
657 518

524

838 854

688
656

673

55299196

8444

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

平15 平16 平17 平18 平19 （年度）

（億円）
5,108
(46.8%)

5,073
(56.3%)

5,481
(43.8%)

5,448
(45.1%)

県税

諸収入

そ  の  他
自主財源

地   方
交付税

国   庫
支出金

県債

そ  の  他
依存財源

依
存
財
源

自
主
財
源

(注) 1　｢その他依存財源｣は、地方譲与税、地方特例交付金および交通安全対策特別交付金で、平成17年度から
　　　平成19年度は市町たばこ税県交付金を含みます。｢その他自主財源｣は、地方消費税清算金、分担金及び負
      担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金および繰越金です。
  　 2　(％)は自主財源比率を表しています。

5,050
(49.9%)
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個人県民税が、242 億円、96.0％の増となっており、これは三位一体の改革による税源移譲によ

り200億円、景気回復による所得水準の改善や定率減税の廃止などにより42億円の増が見込まれる

もので、法人二税と並ぶ基幹税目となります。また、法人二税は企業業績が引き続き堅調に推移すると

見込まれ、78 億円、13.4％の増となっています。そのほか、旧法による税を除き、地方消費税や不

動産取得税など4税目で増となっていますが、県たばこ税、ゴルフ場利用税および自動車税など8税

目で減となっています。 

 

 

 

三位一体の改革による所得税から住民税への3兆円規模の税源移譲に伴い、平成18年度において

は所得税の一部が所得譲与税として交付されていましたが、平成 19 年度から個人県民税として計上

することとなり、その所得譲与税分236億円が減となっています。 

また、地方道路譲与税および石油ガス譲与税はそれぞれ前年度程度の額を見込んでいます。 

 

 

 

児童手当制度の拡充（乳幼児加算の創設）に伴う地方負担額について、平成 19 年度は児童手当特

例交付金として措置されたことにより、増となっています。また、減税補てん特例交付金が平成 18

年度をもって廃止されたことに伴う経過措置として設けられた特別交付金を、前年度当初予算並みに計

上しています。 

 

 

 

平成19年度の地方交付税総額（全国ベース）は、15兆2,027億円で、前年度比7,046億円、

4.4％の減となっていますが、本県の交付額は、法人二税の税収が多く見込まれていることなどにより、

大幅に減少する見込みで、４年連続の減となります。 

 

 

 

参議院議員通常選挙費が計上されていることや、小・中学校の児童生徒数の増による義務教育費の

増などが主な要因です。一方、公共事業関連では、土地改良関係で微増となっているものの、道路や

河川などで減となっています。 

 

 

 

未利用県有地の売却による財産売払収入の増を見込んでいます。 

 

 

 

県税  ＋330億円（＋22.6％、⑲1,790億円←⑱1,460億円）    

地方譲与税 ▲236億円（▲90.4%、⑲25億円←⑱261億円） 

地方特例交付金 ＋３億円（＋32.8%、⑲14億円←⑱11億円） 

地方交付税 ▲92億円（▲8.7％、⑲963億円←⑱1,055億円） 

国庫支出金 ＋5億円（＋1.0%、⑲524億円←⑱519億円） 

財産収入 ＋41億円（＋210.0%、⑲60億円←⑱19億円） 
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財政調整基金を 20 億円取り崩し、県債管理基金を54 億円取り崩すこととしていますが、両基金

からの繰入額74億円は、前年度の133億円に比べ減っています。さらに、財源不足への対応のため、

土地開発基金から80億円、福祉・教育振興基金から15億円を繰り入れることとしています。 

また、その他の特定目的基金についても、基金の目的に沿って活用することとしています。 

 

 

 

貸付金元利収入について、中小企業関係資金および改良住宅持家化資金などで減っています。その他、

宝くじ収入や放置自動車に係る違反金などで増となっているほか、耕地換地処分清算金や文化財調査受

託収入などが減少しています。 

 

 

 

退職手当債を 55 億円発行することを見込んでいるため、前年度より発行額が増えてしまいました

が、これを除くと618億円、5.7%減となります。 

また、地方交付税から振り替えられて発行することとなる臨時財政対策債は186億円で、前年度よ

り20億円、9.7%の減となっています。 

さらに、財源不足に対応するため、地域再生事業債を27 億円、行政改革推進債を 18 億円発行す

る見込みですが、両方併せて前年度より5億円減となっています。 

結果として、県債残高は、平成19年度末に9,117億円となる見込みです。 

 

 

 付表 第5表 平成19年度一般会計歳入予算の内訳（当初予算の比較） → 58ページ 

    第6表 最近3カ年における県税の決算予算額 → 59ページ 

 

 

  地方交付税の削減の状況は 

   三位一体の改革を通じて地方交付税が大幅に削減されてきましたが、その削減額の大きさを示しますと、下表の 

とおりです。なお、平成13年度から地方交付税の一部が臨時財政対策債に振り替わっていますので、本来の地方 

交付税相当額としてこれを含めて把握する必要があります。 

 

     ＜地方交付税＋臨時財政対策債の状況＞                        （単位：億円） 

  

  平成19年度における地方交付税と臨時財政対策債を合わせた予算額は、前年度当初予算に比べ112億円減 

となっており、さらに三位一体の改革前の平成15年度決算額と比べると680億円減となっています。  

※その間の県税収入（税源移譲分除く）は291億円増（⑲予算 1,590←⑮決算1,299） 

 H12決算額 H15決算額 H18当初予算額 H19当初予算額 H19－H15

地方交付税 1,610 1,418 1,055 963 ▲455

臨時財政対策債 － 411 206 186 ▲225

合計 1,610 1,829 1,261 1,149 ▲680

繰入金 ▲10億円（▲4.8%、⑲212億円←⑱222億円）     

諸収入 ▲17億円（▲3.9%、⑲425億円←⑱442億円） 

県債  ＋18億円（＋2.7％、⑲673億円←⑱655億円）      

解 説 
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 ○歳出予算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳出款別当初予算額の推移

1,368 1,328 1,307 1,300 1,345

708 718 684 683 701

668 609 650 649

781
677 619

291 288
291 305 319

301 301
301 312

383 401
382 319 297

328 321

251 252

194 220

249 265

195 178 173

614

798
663

315

292

197193

180

97

113101

89 90
79 7071

8586
2321

24 24

23

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

平15 平16 平17 平18 平19 （年度）

（億円）
5,108

その他

琵琶湖環境費

警察費

農政水産業費

総務費

商工観光労働費

健康福祉費

公債費

土木交通費

教育費

5,481

県民文化生活費

5,448

政策調整費

諸支出金

(注) 1　「その他」は、議会費、災害復旧費および予備費です。
　　 2　年度間で費目の内容に変動があるため、一部、費目の調整を行ってグラフ化しています。

5,050 5,073

目的別内訳 
歳出予算の目的別構成図

総務費
22,003 (4.3%)

議会費
1,226 (0.2%)

政策調整費
7,012 (1.4%)諸支出金

31,481 (6.2%)

予備費
180 (0.0%)

県民文化生活費
 8,951 (1.8%)

琵琶湖環境費
17,253 (3.4%)

公債費
 70,096 (13.8%)

教育費
 134,493 (26.5%)

警察費
31,912
(6.3%)

土木交通費
 61,859 (12.2%)

 農政水産業費
 25,226 (5.0%)

 商工観光労働費
 29,749 (5.9%)

 健康福祉費
64,946 (12.8%)

災害復旧費
923 (0.2%)

歳　出　合　計

５，０７３億１千万円

（単位：百万円）
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歳出総額に占める目的別経費の割合は、教職員の人件費などを中心とする「教育費」が 1,345 億円で、

26.5%と最も大きく、以下、「公債費」が701億円で、13.8%、「健康福祉費」が649億円、12.8%、

「土木交通費」が619億円、12.2％となっています。 

また、前年度当初予算に比べて大きく増えているものは、「教育費」が養護学校整備や退職手当の増などに

より、45億円、3.5%増となっているほか、「総務費」が県民税徴収事務取扱交付金の増をはじめ、退職手

当や選挙関係経費の増などにより、26億円、13.4%の増、「公債費」が18億円、2.6%の増、続いて「警

察費」が本部庁舎の整備やヘリコプターの更新などにより、14億円、4.5%増となっています。これら以外

に、「農政水産業費」や「県民文化生活費」が、前年度に比べ微増となっています。 

一方、前年度より減少しているもののうち、大きいものから順に、「土木交通費」が北陸本線等直流化工事

促進事業費負担金の減をはじめ、補助公共の減などにより、58億円、8.6%の減となっているほか、「商工

観光労働費」が中小企業振興資金貸付金について、新規貸付枠は前年度以上に確保しているものの、預託金

の減少に伴い、大幅に減となるなど、全体で21億円、6.7%の減となり、次に、「琵琶湖環境費」が補助造

林や治山事業の減などにより、5億円、3.0%の減となっています。 

 

 

 

 

 

性質別内訳 

歳出予算の性質別構成図

貸付金
31,058
(6.1%)

普通建設
事業費
86,961
　　(17.1%)

公債費
70,044
(13.8%)

扶助費
35,271
(7.0%)

人件費
174,569
(34.4%)

一般行政費
100,216
(19.8%)

災害復旧事業費
848
(0.2%)

その他
8,343
(1.6%)

      その他の経費
139,617
(27.5%)

投資的経費
87,809
(17.3%)

義務的経費
279,884
(55.2%)

歳　出　合　計

５，０７３億１千万円

（単位：百万円）
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歳出総額に占める性質別経費の割合を見ますと、「人件費」が1,746億円で34.4%と最も大きく、前年

度より26億円、1.5％増加しています。これは、退職手当が前年度の123億円から153億円と30億円

も増加していることが大きな要因です。また、小中学校の児童生徒数の増と少人数学級編制の小学校3年生

への拡大に伴い教職員人件費が増加していますが、「財政危機回避のための改革プログラム」に沿った人件費

削減の取り組みについては、着実に進めているところです。 

次に大きな割合を占めている「普通建設事業費」は870億円、17.1％となっており、前年度に比べ39

億円、4.3%の減となっています。その次に「公債費」が700億円、13.8%を占めており、前年度より17

億円、２.6%の増となっています。 

また、前年度に比べて最も増加しているのは、老人医療給付費県費負担金や障害者自立支援給付費などの

「扶助費」で27億円、8.3%の増となり、その規模は353億円となっています。 

この結果、人件費、公債費、扶助費といった義務的経費の歳出総額に占める割合は、55.2％となり、前年

度に比べ1.2ポイント上昇しています。 

 

付表 第7表 平成19年度一般会計歳出予算の目的別内訳(当初予算の比較) → 59ページ 

    第8表 平成19年度一般会計歳出予算の性質別内訳(当初予算の比較) → 60ページ 

 

性質別内訳 

普通建設事業費の構成図

その他
(5.9%)

文教
(8.1%)

砂防
(6.3%)

河川
(12.4%)

都市計画
(2.7%)

治山
(2.3%)

造林
(1.1%)

林道
(0.9%)

住宅対策
(0.7%)

農林水産
(1.6%)

商工
(0.4%)

庁舎
(4.0%)

道路橋りょう
(34.1%)

農業農村整備
(17.5%)

健康福祉
(1.5%)

普通建設事業費

86,961,223千円

港湾
(0.5%)

労働
(0.0%)
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収入 支出

県の予算を年間収入507万円の家庭の家計簿に
たとえてみると・・・

（平成19年度一般会計当初予算を10万分の1に圧縮しました。）

給料 308万円
(県税収入、地方交付税など)

年間収入
507万円

公的助成など
(国庫支出金など)

57万円

定期預金解約
(基金繰入金)

21万円

その他の収入

48万円

生活費
(人件費、物件費、補助費等など)

348万円

家の増改築など
(投資的経費)

88万円

ローンの返済
(公債費)

70万円

貯金 (積立金) 1万円

定期預金残高 36万円

ローン残高 912万円

土地の売払収入
(財産収入)

6万円

銀行からの借り入れ
(県債)

67万円

（注） 定期預金残高およびローン残高は、平成19年度末見込み

参 考 
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○平成19年度に取り組む「５つの重点施策」 

大変厳しい財政状況ですが、自然本来の力や子ども・若者たちの自ら育つ力、そして滋賀にある豊かな素

材を損なうことなく活かす、すなわち「もったいない」という滋賀県に根付く考え方をもとに予算を編成し

ました。そして、20 年後、30 年後の滋賀に暮らす人たちが希望を持って生き生きと過ごせる未来の実現

につながる「芽」となる取組を考えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 未来を拓く人育て・人活かし 

 

「子育て三方よし」などの考えに基づき、誰もが安心して子どもを生み育てられる環境や、子どもや

女性、熟年世代などあらゆる人が十分に能力を発揮し、いきいきと活躍できる環境を整えていきます。 

 

 ※子育て三方よし…子どもが自ら育つ力をはぐくむための「子によし」、子どもを生み育てる人を

支援するための「親によし」の施策を進め、その結果「世間によし」という「子

育て三方よし」となる社会をめざします。 

 

２．持続可能な社会への転換 

 

滋賀の誇りである琵琶湖やそれを取り囲む豊かな自然、その中で育まれてきた個性豊かな地域文化を

次の世代へ引き継ぐため、琵琶湖をはじめとする自然の再生や、廃棄物の発生抑制等による循環型社会

づくりなどに取り組みます。 

 

３．安全・安心な暮らしの確保 

 

かつての地域や人のつながりを再生しながら、流域治水対策や地震などの防災や防犯対策の充実を図

ります。また、医師が少ない地域への対策などに取り組みます。 

 

４．特性を活かした地域づくり 

 

地域の資源や魅力を滋賀の強みとして磨き、積極的に発信するとともに、地域の特性を活かした産業

づくりへの支援や基盤の整備を進めます。 

 

５．県財政の健全化 

 

次の世代にツケを残さない健全財政を実現するため、新しい財政構造改革プログラムを策定し、抜本

的な改革に取り組みます。 

－「もったいない」で拓く滋賀の未来－ 

１．未来を拓く人育て・人活かし 

２．持続可能な社会への転換 

３．安全・安心な暮らしの確保 

４．特性を活かした地域づくり 

５．県財政の健全化 
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1,631
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1,730

1,597
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1,746
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（億円 ）

退職手当

退職手当を
除 く人件費

516
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503
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521

162
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160

700

平16 17 18 19

利子等

元金

（億円 ）

人件費（内訳 ）の推移 公債費（内訳 ）の推移

 

 

☆１ 予算規模が増加  対前年度 ＋23億円（＋0.5%） 

 

 平成１９年度においては、当初から見込まれていた退職手当や公債費、建設中の施設整備にかかる

事業費などの増に加え、社会保障関係経費の増など義務的かつ裁量の余地のない経費が大幅に増加し

ていることなどから、予算規模が前年度に比べ増となっています。 

 

＜主な内容＞ 

 

     ・退職者の増による退職手当の増加      ＋30億円（⑲153億円←⑱123億円） 

・公債費の増加                ＋17億円（⑲700億円←⑱683億円） 

・既着手の大規模事業に係る事業費の増加 

        警察本部庁舎整備           ＋13億円（⑲32億円←⑱19億円） 

        （仮称）野洲養護学校整備、八日市養護学校改修  

                           ＋35億円（⑲43億円←⑱8億円） 

     ・社会保障関係経費の増加                 

        老人医療給付費県費負担金        ＋8億円（⑲86億円←⑱78億円） 

        障害者自立支援給付費          ＋6億円（⑲23億円←⑱17億円） 

        児童手当負担金             ＋4億円（⑲31億円←⑱27億円） 

        介護保険給付費県費負担金        ＋2億円（⑲93億円←⑱91億円） 

     ・その他義務的な経費の増加 

        県議会議員選挙関係           ＋3億円（⑲6億円←⑱3億円） 

        参議院議員選挙関係           ＋8億円（⑲8億円←⑱0億円） 

        県民税徴収事務取扱交付金       ＋13億円（⑲29億円←⑱16億円） 

      

    【参考】 

      人件費については、団塊世代の大量退職に伴う退職手当が大幅に増となっていますが、これを除くと 

下記のとおり減少しています。また、公債費については、財政危機回避のための改革プログラムに基づ 

く平準化を盛り込んでいますが、着実に返済していくこととしています。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

       （注）それぞれ各年度の当初予算額を示しています。（なお、公債費はNTT債償還額を除く。） 

(4) 一般会計予算の特徴 
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☆２ 事業の廃止・終了、減少した事業費を活用して新たな施策や事業の展開  

    ・事業の廃止または終了（統合や組替によるものを含む） 対前年度  ▲54億円 

       ＜主なもの＞ 

        ・北陸本線等直流化工事促進事業費負担金 

        ・大津市皇子山総合運動公園野球場整備事業費補助金 

        ・衛生科学センター大規模改修工事 

        ・滋賀県青年洋上大学負担金    など 

 

    ・事業費の減少したもの                対前年度 ▲100億円 

       ＜主なもの＞ 

        ・鉄軌道関連施設整備費補助金（整備箇所数の減） 

        ・看護専門学校整備事業（工事の進捗による事業費の減） 

        ・中小企業振興資金貸付金（制度融資見直しに伴う減） 

        ・公共下水道促進事業（市町事業の減）  など 

         

　財源不足への対応

　新規事業の創設
　既存事業の拡充
　自然増への対応等

H18 H19

事業の廃止・終了
事業費の減など

「財政危機回避のための改
革プログラム」等による削減

新たな課題に対応するため
の見直し等によるもの

財政健全化

新たな施策展開等

主な社会保障関係経費と当初予算規模の推移

50.4 53.6 58.1 65.5 73.3 78.3 85.8

47.4 54.9 58.3
66.9 69.7

90.6 92.9

26.7
30.7

42.2
42.7

24.8

27.4
30.4

108.1
120.0 130.7

150.5

206.9

265.2
282.5

5.0
5.7

6.0
9.0

9.7
29.4

9.1
8.35.85.3

5,796.3

5,648.9

5,480.7 5,448.2

5,073.15,049.8
5,107.7

0

100
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平13 14 15 16 17 18 19 （年度）

（億円）

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

（億円）

国民健康保険基盤安定対策費負担金

国民健康保険調整交付金

児童手当負担金

介護保険給付費県費負担金

老人医療給付費県費負担金

（注）平成17年度までは決算額、平成18年度および19年度は当初予算額です。

当初予算の規模
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☆３ 個人県民税への税源移譲によって、県税の当初予算額は過去最高 

 

県税収入は1,790億円で、対前年度当初予算比330億円、22.6%増となり、3年連続で増加 

しています。 

主な税目の増減、特に大幅増となっている個人県民税と法人二税の状況は下記のとおりです。ま 

た、琵琶湖森林づくり県民税は、6億3千万円を見込んでいます。 

657
780 769 701

549
468

545 603
695 686

452 432
571

410 394 433 494
583

661

197

202

225
246

282
226

245
251

274
267

251
232

241

235
228 216

216

252
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0
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30

40

50
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70

80

90

100
億円 ％

法人二税

県 税 に 占 め る
法 人 二 税 の 割 合

県 税 当 初 予 算 額 の 推 移

個人県民税

その他の税

年度

１，６８１

１，790

１，460

【増収】不動産取得税・地方消費税他
【減収】県たばこ税他

４９４億円 ６６１億円
19年度当初

その他の税
６３５億円

法人二税

18年度当初
２５２億円

その他の税
６２５億円

１，７９０億円

個人県民税

対前年度比
+242億円(+96.0%) +78億円(+13.4%) +10億円(+1.6%)

対前年度比 対前年度比

平成19年度　法人二税　６６１億円平成19年度　個人県民税　４９４億円

１，４６０億円
５８３億円

個人県民税 法人二税

◎主な税目の状況

◎個人県民税の状況

増収額計
３３０億円
+２２．６％

◎法人二税の状況

☆税源移譲や所得水準の改善等によって、税収
規模はほぼ倍増(+96.0%)

対前年度比

＋５％
対前年度比

＋２０％
減収業種
金 融 業

増収業種
窯業・土石
電気情報通信

１８年度当初

２５２億円
税源移譲
２００億円

非製造業

３９％
製 造 業

６１％

所得水準の改善
定率減税廃止等

４２億円

☆10年度以降の実効税率引き下げ(2割程度)を加味
すれば税収規模は実質的に過去最高水準を超える

琵琶湖森林づくり県民税　６億３千万円　(内訳）個人県民税 ５億１千万円、法人県民税 １億２千万円
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☆４ 県税収入は伸びているものの、非常に厳しい歳入の状況  

 

 平成19年度の地方財政計画は、規模が前年度よりも200億円程度圧縮されているものの地方の

一般財源総額は、5,134億円、0.9%増とされたところです。 

しかしながら、本県の場合に当てはめてみますと、予算規模が0.5%増となっている一方、一般財

源総額は2,978億円と、前年度より32億円、1.1%の減となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

※一般財源総額は、県税、地方譲与税、地方交付税、特例地方債、地方特例交付金等の合計です。 

 

 

 

 ＜参考＞ 平成19年度地方財政対策の概要 

            地方財政計画の規模 約83兆1,300億円（前年度比  約▲200億円、  ▲0.0%） 

            地方一般財源総額    59兆2,266億円（ 〃      ＋5,134億円、  ＋0.9％） 

 

             地方税       40兆3,728億円（ 〃  ＋5兆4,745億円、＋15.7%） 

             地方交付税     15兆2,027億円（ 〃    ▲7,046億円、  ▲4.4％） 

             特例地方債       2兆6,300億円（ 〃    ▲7,292億円、 ▲21.7％） 

              （特例地方債には、臨時財政対策債、前年度は減税補てん債が含まれます。） 

             その他        1兆 211億円（ 〃  ▲3兆5,273億円、▲77.6％） 

              （その他には、地方譲与税、地方特例交付金が含まれます。） 

 

 

◎地方財政計画

H19 一般財源総額 59兆2,266億円

地方税
40兆3,728億円

地方交付税
15兆2,027億円

H18 一般財源総額 58兆7,132億円

臨時財政対策債 2兆6,300億円
地方譲与税 7,091億円
地方特例交付金 3,120億円

地方税
34兆8,983億円

5,134億円増
（0.9％増）

◎滋賀県（当初予算の比較）

H19 一般財源総額 2,978億円

県税
1,790億円

(うち税源移譲分200億円）

地方交付税
963億円

H18 一般財源総額 3,010億円

臨時財政対策債 186億円
地方譲与税 25億円
地方特例交付金 14億円

県税
1,460億円

32億円減
（1.1％減）

地方交付税
15兆9,073億円

所得譲与税 3兆94億円 臨時財政対策債 2兆9,072億円
減税補てん債 4,520億円
地方譲与税(所得譲与税除く） 7,230億円
地方特例交付金 8,160億円

地方交付税
1,055億円

臨時財政対策債 206億円
減税補てん債 18億円
地方譲与税（所得譲与税除く） 25億円
地方特例交付金 10億円

所得譲与税 236億円
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平成 18 年度の決算見込みと比べると、平成19 年度末は

42億円増となる見込みです。 

なお、平成19 年度末には前年度からの繰越分56 億円が

含まれています。 

今後の執行において、引き続き財政の健全化に努め、県債

発行額を抑制し、県債残高を縮減できるよう取り組みます。 

☆５ 臨時財政対策債を除く県債残高の状況 

 

 

◎年度末県債残高（一般会計）の推移 

                                    単位：億円 

 

            平成17年度末   平成18年度末(見込み) 平成19年度末(見込み) 

           8,801（ ＋1.3%）  8,929（ ＋1.5%）  9,117（ ＋2.1%） 

うち臨時財政対策債 1,234（＋22.3%）  1,422（＋15.2%）  1,568（＋10.3%） 

差し引き      7,567（ ▲1.5%）  7,507（ ▲0.8%）  7,549（ ＋0.6%） 

 

 

 財政健全化の取り組み等により、60億円減っています。 

 （平成18年度末には、退職手当債15億円を含んでいます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県債残高の推移（一般会計）

2,382

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

平元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 （年度）

（億円）

注：　平成17年度までは各年度末現在高、平成18年度および平成19年度は見込額です。

うち

臨時財政対策債

　　　1,568

9,117

臨時財政対策債

を除く県債残高

　　　7,549

臨時財政対策債

を除く県債残高

　　　7,904

　　（ピーク）
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☆６ 持続可能な県財政の実現に向けて  

 

本県では、健全な財政運営を行うため、プライマリーバランスという指標を一つの目安としていま

す。プライマリーバランスとは、県債の元利償還金を除く歳出（現在の行政サービスに必要な歳出）

が、県債を除いた県税収入などの歳入でまかなえるかどうかを示す基礎的財政収支のことで、これが

プラスであれば財政の中長期的な持続可能性を保つことができるとされています。 

 平成19年度当初予算においても、下のグラフのとおり、引き続きプラスを確保しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成19年度の場合のイメージは、下図のとおりです。 

 

県税収入等 公債費を除く支出等

利払い費

県債発行による収入

歳　　入 歳　　出

元金償還費

プライマリーバランスが黒字
県債残高が増加

将来世代の負担
過去の世代からの負担

将来の世代の人
たちが利用する施
設の整備費を公
平に負担するもの

過去に整備された道路や
公共施設など、現在それら
を利用・活用している世代
として負担するもの

県債を除いた県税収入等の歳入で、そ
の年度の行政サービスに必要な歳出
をまかなうことができています。

プライマリーバランスの推移

△258

△126

△340 △346

27
94

△92

114
70

179

△31

△126

5,301
5,192 5,230

5,420

4,705

5,641
5,538 5,488 5,546

4,797

4,400

4,812

5,285

4,439

4,651

4,346

5,365

4,373
4,537

4,938

5,316

4,345
4,276

5,186

△400

△200

0

200

400

600

800

1,000

1,200

平8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
(年度)

(億円)

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

(億円)

プライマリーバランス（左目盛）

県債を除く歳入決算額（右目盛）

元利償還費を除く歳出決算額（右目盛）

（注） 平成17年度までは決算額、平成18年度は決算見込み、平成19年度は当初予算額です。
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特別会計は、下水道の整備や競艇事業といった特別の事業の施行や各種の貸付事業で特別の資金をもっ

て運用するものなど、他の事業と区分して経理する必要がある事業について、一般会計とは別に経理して

いる会計で、その主な事業の概要は、次のとおりです。 

                                         （単位：千円） 

特 別 会 計 名 予 算 額 主 な 事 業 概 要 

 
市町振興資金貸付事業特別会計 
 
 

 
1,901,000 

 
市町振興資金貸付            1,500,000 

 
一般会計繰出         397,000 

 
 
母子および寡婦福祉資金貸付事業特別会計 

 
303,900 

 

 
母子福祉資金貸付             213,000 

 
寡婦福祉資金貸付              33,000 

 
 
中小企業支援資金貸付事業特別会計 
 
 

 
2,102,300 

 

 
県債元利償還        1,008,765 

 
一般会計繰出         863,032 

 
 
農業改良資金貸付事業特別会計 

 
145,300 

 

 
農業改良資金貸付               80,000 

 
就農支援資金貸付               60,000 

 
 
林業・木材産業改善資金貸付事業特別会計 

 
399,000 

 
林業・木材産業改善資金貸付    151,000 

 
木材産業等高度化推進資金貸付  175,000 

 
 
沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計 
 

 
75,100 

 

 
経営等改善資金貸付              9,500 

 
生活改善資金貸付                  500 

 
青年漁業者等養成確保資金貸付   10,000 

 
 
琵琶湖総合開発資金管理事業特別会計 

 
303,371 

 
県債元利償還 
 
 

 
公債管理特別会計 
 

 
111,453,173 

 
県債元利償還       111,216,253 
（借換債含む。） 
 

 
流域下水道事業特別会計 

 
23,890,000 

 
流域下水道建設             10,648,974 

 
流域下水道管理              7,990,910 

 
県債元利償還        4,679,016 

 
 
土地取得事業特別会計 

 
1,035,000 

 
公共用地先行取得          1,000,000 

 
基金積立           35,000 
 

 
公営競技事業特別会計 

 
50,860,000 

 
競艇事業                   50,026,886 

 
 

 
付表 第9表 平成19年度特別会計予算（当初予算の比較） → 60ページ 

(5) 特別会計予算の状況 
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（参考） 滋賀県の予算はこのようになっています

地方消費税清算金

県 税

分担金・負担金

使用料・手数料

繰入金

諸収入

地方交付税

地方譲与税

地方特例交付金

国庫支出金

県 債

歳入 歳出

一般会計

人件費

物件費

維持補修費

扶助費

自
主
財
源

依
存
財
源

補助費等

国から配分されます。

主な種類（款別）

こんな経費に使っています。

投資的経費

公債費

積立金・出資金

貸付金

繰出金

議会費
政策調整費
総務費

県民文化生活費
琵琶湖環境費
健康福祉費
商工観光労働費
農政水産業費
土木交通費
警察費
教育費

災害復旧費
公債費
諸支出金

こんな目的に使っています。

目的別（款別）

性質別

市町振興資金貸付事業

母子および寡婦福祉資金貸付事業

中小企業支援資金貸付事業

農業改良資金貸付事業

林業・木材産業改善資金貸付事業

沿岸漁業改善資金貸付事業

琵琶湖総合開発資金管理事業

公債管理

流域下水道事業

土地取得事業

用品調達事業

収入証紙

公営競技事業

市町や事業者、個人
などにお金を貸し付
けるものなど、その
返済金などの収入を
もって行う事業を、
「特別会計」として、
他の事業と区分して
経理を行っています。

県税などの収入をもって行う、県の基本的な行政運営に必要な予算を
計上した会計のことです。

特別会計

銀行などからの
借り入れです。

義
務
的
経
費

財産収入

一
般
行
政
費
と
区
分
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

市町たばこ税県交付金

交通安全対策特別交付金

市町から交付を
受けます。

解 説 




